
世界的に、林業・木材産業は、地域における持続可能な発展の基礎となる重要な

産業として認識されている。産業構造が大きく変わろうとしている現在の日本にお

いては、未開拓の成長産業として期待が集まっている。

1990年代から2000年代は、世界的に木材需要は好調であった。ところが、

2008年末からの世界同時不況は、世界の林業・木材産業に大きな打撃を与え、北

米・欧州では大幅な減産が起こっている。日本でも同様に、2009年9月現在、林

業・木材産業の景気は極めて悪い。

この苦境を「100年に一度」として片付けてしまうのではなく、建設的な議論

を行うことが必要である。そこで改めて、向こう10年程度のマクロフレームを整

理すると、すでに始まっている人口の減少や、住宅ストックの充実等から、新設の住宅着工数は減少すること

が予測される。他方、地球温暖化対策から、建築材料の木材による炭素貯留量の価値が評価されるとともに、

木質バイオマスエネルギーの利用が推進される等のチャンスも到来している。

このように、予測される変化をあらかじめ分析し、時代を先取りする「プロアクティブ」な議論を踏まえた

行動が必要である。日本では、外材からのシェア奪回や、内装材や大規模木材建築への利用拡大、紙・パルプ

原料やバイオマスエネルギーとしての利用が有望と考えられる。また、国内林業の競争力強化が進めば、将来

的には中国・韓国等への輸出も視野に入れることができる。

これらを実現していくためには、今現在の政策のイニシアティブが不可欠であり、森林「経営者」の育成・

助成、未来志向の研究・開発推進等が期待される。

日本からの発信

次の10年を志向する「プロアクティブ」
な森林・林業改革プランの提案
Proposal for a Proactive Reform Plan for Japanese Forest Sector's Next Ten Years

The forestry and forest industries are recognized as important industries contributing to the foundation of regional sustainable

development. In Japan, they are expected to have untapped growth potential as the country’s industrial structures are poised to

change significantly.

During the 1990s and the first eight years of the new century, there was high demand for lumber worldwide. However, the global

economic downturn that started at the end of 2008 has struck the forestry and forest industries internationally, and North America

and Europe are experiencing major production cutbacks. The forestry and forest industries in Japan are also facing severe economic

circumstances as of September 2009.

Instead of labeling such adverse conditions merely as a“once-in-a-hundred-years event”, we need to discuss the situation

constructively. Reexamining a macroscopic framework for the next ten years, we expect that the number of new housing construction

starts will fall due to population decline (which has already begun) and abundant housing stock. At the same time, however, there are

opportunities arising from attempts to counter global warming, such as the promoted use of wood biomass energy and emerging

assessments that value the ability of construction lumber to capture and store carbon.

We need to take action based on proactive discussions which analyze expected changes in advance and enable preparations for the

coming era. Regaining market share from foreign competitors and expanding the use of lumber as an interior material and for large-

scale wooden constructions, as well as using it as a source of wood biomass energy and a raw material for paper and pulp, are

considered promising for Japan. If the competitiveness of the domestic forest sector is successfully strengthened, the sectorﾕs

agenda can include exporting to countries like China and Korea in the future.

Achieving these goals requires immediate policy initiatives for training and assisting those who manage forests and promoting

forward-looking research and development.
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（１）目的・問題意識

2008年8月に、「グローバリゼーションの受容による

地域林業の再生１」という論文を上梓して、およそ1年が

経った。

日本の林業が不振を続けている理由を統一的に説明す

るマテリアルが存在しないことから、「グローバリゼーシ

ョンの受容」というキーワードを設定し、1980年代か

ら90年代、2000年代と3つの時代区分を設けて、欧米

の動向と日本の比較を行いながら、問題点を整理するこ

とを試みたものである。不十分な点も多かったが、この

試み自体は、議論に統一的な枠組みを与えるという点で

は、一定の成果を挙げることができたと自負しており、

また、多くの方から好意的な反響をいただいた。

ところが、2008年末に世界を直撃した金融危機は、

林業・木材産業界にも大きな影響を及ぼし、関係者に衝

撃を与え、先行きの不透明さから一部で混乱した議論が

見られる。前報の執筆当時は、林業・木材産業は比較的

好況の中にあり、筆者の論文も基本的にそのような見方

に依拠していたし、国の政策も業界もそうした「雰囲気」

の中で動いていた。こうした中での政策や行動のすべて

が失敗だったと言うつもりはないが、見通しが甘かった

という面は否定できない。この出来事を契機に筆者は、

次の10年・20年を見通す作業が不可欠であると考える

ようになった。そして、筆者の知る限り、日本の林業・

木材産業界において、次の10年を見通すための総合的な

マテリアルは存在していない。そこで、本論文で、グロ

ーバリゼーションが進展した1990年代から現在までの

林業・木材産業の動きを概観するとともに、2020年程

度までのマクロフレームの整理を行い、これからの日本

の林業・木材産業界がとるべきアクションをいくつか提

言したい。

産業構造が大きく変わろうとしている現在の日本にお

いては、未開拓の成長産業として期待が集まっているが、

再生への道は簡単ではない２。日本の林業の疲弊は、戦後

の中山間地域の構造的な問題に起因している。その意味

で、林業再生は、21世紀の日本における持続可能な発展

のモデルとなるうるチャレンジングなテーマである。

本稿が、そのような問題意識を持つ行政官や林業関係

者の方々、そして関連するビジネスセクターや研究者の

方々の議論と行動の参考になれば幸いである。

（２）論文のフレームワーク

１）時間軸

今回の論文でフォーカスする時代は、グローバリゼー

ションが加速化した1990年代から2000年代までの約

20年間である。それと同時に、世界的に新たな森林セク

ターのあり方の模索が始まっているが、欧米での現在の

改革の動きについても可能な限り触れていきたい。

将来を見通すタイムスパンとしては、およそ10年後の

2020年にフォーカスするが、場合によっては2050年

程度の超長期も視野に入れて議論を行う。

２）枠組み

前報に引き続き、日本と欧州の比較を軸に議論を展開

する。ただし、将来予測を行うにあたり、日本への影響

力が大きいと思われるアメリカ・中国についても、若干

触れることにする。

また、日本林業の将来への提言を行うにあたっては、

人口や木材需要、環境問題などマクロフレームの変化・

予測を整理するとともに、日本の林業・木材産業の現状

での課題にも触れたうえで、欧州の最新の取り組みも参

考にしつつ、分析を行う。

（１）世界の森林セクターが経験した20年

１）世界

①アメリカ合衆国

林業・木材産業においても、2008年以降の動きを語

るには、アメリカから始めなければならない。筆者は、

2006年12月にアメリカのオレゴン州、ワシントン州を

視察し、現地の製材工場などを視察している。実はその

際、視察候補のひとつだった製材工場が操業を停止して

1 はじめに

2 分析
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おり、また製材工場の建設予定地が更地のまま放置され

ているのを見た。今思えば、アメリカの住宅着工数は減

少を始めており（図表1）、その影響がすでに現れ始めて

いたのだった。

1990年代から2006年までアメリカでは、住宅着工

数はほぼ右肩上がりに成長を続けていたが、それはサブ

プライムローン等の金融技術の発展により、リスクを分

散し、低所得者の住宅取得を可能にしたことが背景とし

てあった。それが2007年くらいから徐々に破綻し始め、

2008年末に決定的に崩壊し、金融システム全体の不信

に波及し、世界の景気を急速に後退させたのはご存知の

とおりである。

このように1990年初頭から2006年くらいまで、ア

メリカの新設住宅マーケットは順調すぎるほど順調であ

り、その結果として製材等の木材製品の需要も堅調であ

った。ところが、この期間の製材品の生産量はほぼ横ば

いで、需要量の増加分は、輸入で対応していたのが実態

である（図表2）。FAOの統計で確認すると、製材品以外

の、木質パネル類や紙類でも同様の傾向が確認できる。

この原因としては、原木丸太の生産量が徐々に減少し

てきていることから分かるように、製品需要の増加に対

して、国内の原木供給量の増産で対応できなかったこと

図表１　アメリカ合衆国の新設住宅着工数の推移

資料：アメリカ商務省

図表２　アメリカ合衆国における丸太および製材品の生産、輸入、輸出量の推移

資料：ForestSTAT（FAO）より筆者作成
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があると思われる。これは、前報でも解説したように、

主要な林業地帯であったワシントン州やオレゴン州の西

海岸地域において、1990年代の前半に連邦国有林が、

マダラフクロウの保全等に象徴される環境問題を巡り、

市民社会との対話に失敗したことから、木材生産の中

止・激減に追い込まれたことが原因である３。

連邦有林での伐採停止後、アメリカでも民有林（しか

も会社有林ではなく、一般の個人所有林）からの木材生

産量が増えたが４、国全体の木材生産量を押し上げるには

至っていない。また、これはカナダなどから、製材品等

の形で木材製品が容易に輸入でてしまうというアメリカ

の地理的条件も関係している。

なお、2009年8月現在、アメリカの新設住宅着工数

は、少しずつ復調の兆しを見せているが、ピーク時の

1/3程度のペースとなっており５、かつてのような好況が

戻るとは考えにくい。

②欧州

他方、欧州での木材生産は、グローバリゼーションの

恩恵を受け、非常に好調であった。実際に、1990年代

から2008年の金融危機の発生に至るまで、原木丸太の

生産量において、特に世界でのシェアを伸ばしたのが、

欧州であった（図表3）。1991年から2006年にかけて、

欧州は産業用丸太の生産量を2倍弱まで増加させている。

これは、欧州市場自体も好調だったことに加え、北米

や中国・中近東、そして日本にも木材製品が輸出された

ためである。この結果、北欧では1990年代前半から、

中欧では1990年代後半から始まった、製材工場の大型

化だけでなく、それと同時にサプライチェーンマネジメ

ントの導入など、工場経営手法の高度化などがあったこ

とも見逃してはならない。

この時期の欧州の特徴は、アメリカと違い、製材品等

の生産量が増加していることと、それを域内の森林から

の木材の増産で対応してきたことである。欧州では、大

部分を占める小規模な個人森林所有者をサポートする社

会システムを構築し、これらの森林から安定的な木材を

供給できる点が強みである６。

なお欧州でも、1990年代から環境保全の要求が高ま

ったのはアメリカと同様であったが、ヘルシンキプロセ

ス等を通じて、欧州内での「持続可能な森林経営」概念

の共通化を行い、国内政策も環境NGO等を含めた多様な

図表３　世界の産業用丸太の生産量の推移

資料：ForestSTAT（FAO）より筆者作成
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セクターとの対話を中心としたものに大胆に変化させ、

対応してきた７。また、森林認証制度の構築・取得に積極

的に取り組んできたのも、林業活動の社会性を担保する

ことに一役買っている。

それが、2008年末に状況が一変したのは、欧州も共

通である。2008年末からの苦しい実態は、まだ統計上

では確認できないため、現地の報道をいくつか紹介しよ

う。

たとえば、輸出の占める割合の高いフィンランドでは

その影響が大きく、大林産企業がいくつかの加工工場を

閉鎖し、レイオフも行われている。その結果、フィンラ

ンドでは1万人規模の雇用が失われていると言う８。また、

木材生産量も2009年の上半期は、比較的好調だった

2008年の約7割程度に留まる見込みであると報道され

ている9。同様にスウェーデンでも、2009年の最初の2

ヵ月の伐採量は2008年の約1/3の量に留まっていると

言う10。

このようにかなりの苦境に立たされている欧州の林

業・木材産業界であるが、その一方で、バイオマスエネ

ルギー等の将来的な需要への期待から、森林所有者の林

業投資意欲は衰えていないという報道もある11。後で述

べるように、ヨーロッパでは次の10年を見越した議論や

取り組みがすでに行われており、今回の金融危機が予想

を上回る規模であったとしても、貪欲にその姿を変化さ

せながら、生き残るのではないかと筆者は考えている。

③中国

21世紀における世界の林業・林産業を考えるにあたっ

て無視できないのが中国である。実際に現在の中国は、

日本を抜いて世界第2位の木材消費国である（第1位はア

メリカ）。中国は、単に自国での消費を増やすだけではな

く、「世界の工場」として、加工設備を増強し、紙製品や

木質パネル、また家具等の高次加工品の生産量および輸

出量を急激に増加させている12。

しかし原材料の供給面では、輸入に頼らざるを得ない

状況である。中国はここ数十年に渡り、積極的に緑化を

進めてきたが、1997年の長江の大規模氾濫等の反省か

ら、森林資源の保護政策を厳格化させている。結果とし

て、ロシアや東南アジアから違法伐採の懸念がある原木

丸太を輸入しているという批判も根強く、国際社会から

は強くその対策を要請されている13。

もちろん、世界金融危機の影響は中国の林業・木材産

業界にも影響を与えているが、中国では逆にこれをチャ

ンスと捉え、財政出動により内需拡大を図るともに、業

界の体質改善を図るという方針を打ち出している14。中

国は、経済全体として金融危機後の立ち直りが早く、林

業・木材産業の今後の動向についても目が離せない。

２）日本

①作り出されていた需要

最後に日本の状況を振り返り、整理したい。

1990年代から2000年代の日本の全体的な景気には

図表４　EUにおける丸太および製材品の生産、輸入、輸出量の推移

資料：ForestSTAT（FAO）より筆者作成
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上下があったが、木材需要の面から言うと、実は好況が

安定的に継続した時代であったと言うことができる。住

宅着工数を見ても、1998年から2006年までは、年間

120万戸前後で安定的に推移してきた（図表6）。この数

字は、先ほどのアメリカ合衆国のそれが150～200万戸

であり、アメリカの人口規模が3.3億人程度であること

を考えると、人口が1.2億人の日本としては、非常に大

きな需要量だったと考えることができる。

これは、そもそも日本の住宅の寿命が短いことに加え、

団塊ジュニア世代等が、この時期に住宅を購入・建設し

たことと、景気浮揚策の一貫として住宅取得減税などの

政策が採られてきたことによるものである。

ところが、2007年の建築基準法の改正・厳格化の影

響で、急激に住宅着工数が大きく減少する。その後回復

する間もなく、2008年末の経済危機で、再び着工数は

減少することになり、木材需要量は大きく下落し、木材

価格もかつてないほど急落している。たとえば、製材工

場で消費される原木丸太の量も、2008年末から急激に

減少している（図表7）。

また、日本の木材需要量の約9割が、建築構造材に使

われているが、建築用材以外の木材の需要としては、た

とえば梱包材がある。北海道では、ここ数年カラマツを

使った梱包材需要が好調であったが、自動車や電子機器

等の輸出量の減少にともない、2008年末以降、需要が

急減し、製材工場の停止など大きな混乱が起こった15。

②森林をマネジメントできないという日本の課題

このように、日本の林業・木材産業界は、住宅の新設

住宅着工数や自動車等の輸出量という需要側の外部要因

によって、大きく規定され、これらの需要減少の影響を

もろにかぶってしまった。

この問題を「100年に一度」と片付けてしまうのは簡

単であるが、これを契機に、自らの業界・セクターで、

コントロールできる領域があまりにも少ないという、日

本林業・木材産業界の構造的な問題を真摯に見直すべき

図表５　中国における丸太および紙製品、木質パネル類の生産、輸入、輸出量の推移

資料：ForestSTAT（FAO）より筆者作成
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だと筆者は考えている。そもそも、ある程度の景気変動

は避けることはできず、むしろ頻繁に起こるものである。

それに対して、サプライチェーンマネジメントの導入な

どにより、マーケット志向の経営を行うことで、ある程

度景気変動の影響を緩和できるという研究例がフィンラ

ンドでは報告されていることは、問題を考えるうえでヒ

ントを与えてくれる16。

今から振り返れば、比較的需要が堅調であり、かつユ

ーロ高の影響等で欧州からの輸入品が敬遠されていた

2005年前後にも、国内の林業・林産業界は国産材のシ

ェアを微増させることはできたが、大幅には伸ばすこと

ができなかった。森林における路網インフラの未整備、

森林管理の専門家の不在、低い技術（労働生産性）など

が原因で、森林資源からの木材生産を自由にコントロー

ルし、持続可能な形で増産できなかったことが原因であ

った。また、結果として皆伐後の再造林放棄など、ガバ

図表６　日本の新設住宅着工数の推移

資料：国土交通省

図表７　製材工場の原木丸太入荷量の推移

資料：製材統計（林野庁）
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ナンスの脆弱性をも露呈することとなった。

森林をマネジメント可能な状態に整備し、木材生産の

量や質をコントロールできるようになることこそが、日

本の林業・木材産業の生き残る途であろう。これにより、

原木丸太の供給サイドが価格交渉力を持つことも可能に

なってくるのである。

ただしその前に、来るべき将来についてのマクロフレ

ーム・外部環境を整理しておく必要がある。

（２）林業・木材産業を支配するマクロフレームとその

予測

１）経済・社会的側面

このように、昨今の経済危機の影響をもろに受けてし

まった日本の林業・木材産業であるが、実は中長期的に

見ると、このままでは市場環境は悪くなる一方であると

予想される。すでに人口が減り始め、低成長時代に突入

しているからである。

世帯数についても、国立社会保障・人口問題研究所の

推計によると、2015年までは増加するが、その後減少

すると予測されている。その結果として、民間シンクタ

ンク等の予測によれば、1996年には160万戸あった新

設住宅着工数は、減少し、2013～2018年には年平均

で100万戸を下回るとの予測が、2000年時点ですでに

行われていた17。実は、2007年の建築基準法の改正や、

2008年以降の経済危機のよる需要の減少は、このトレ

ンドを先取りしているに過ぎないとも言えるのではない

だろうか。

逆に、住宅の長寿命住宅が優遇されるようになってき

ており18、この中で住宅1棟あたりの木材使用量が増加す

る可能性はある。

また、建築用材と並んで需要が大きいのは、紙需要で

あるが、人口1人あたりの紙消費量は伸び悩んでおり、

大幅に増加することを期待することは難しいだろう。特

に近年は、IT機器の導入によりペーパーレス化が少しず

つ進行しており、実際にアメリカなどでは新聞の販売量

が落ち込み、紙需要を減少させている19。

このように長期的に見ると、人口や世帯数の減少にと

もない、1人あたりの木材消費量が変わらなければ、木

材需要量は自然と減少していくことが予想される。した

がって、早い時期に国産材の伐採量を増加させ、自給率

を高めていかないと、せっかく植林した人工林資源のス

ギやヒノキが供給過剰になってしまう恐れさえあるので

ある20。

２）環境側面

①地球温暖化

京都議定書の第一次約束期間以降（2013年以降）に

おける森林吸収源および伐採木材製品の取り扱いについ

ては、今まさに議論が行われているところであり、

2009年12月にコペンハーゲンで開催されるCOP15に

おいて、その大枠が決定する予定である。

伐採木材製品については、京都議定書第一約束期間で

は、森林が吸収した二酸化炭素について、木材が森林か

ら伐出・搬出されると同時に排出と見なす計測方法が採

用されている。これでは、木材製品中の炭素貯留による

地球温暖化防止効果がない、との批判が世界の木材業界

を中心にあり、新しい計測方法の必要性が議論されてい

るところである。木材製品中の炭素貯蔵の貢献が何らか

の形で認められれば、木材をより積極的に建築物等に使

っていくというインセンティブが生まれるため、木材業

界の期待は高い。COP15での交渉結果がどのようなも

のになろうとも、森林自体と伐採木材製品が炭素を貯留

することの重要性に対する認識は高まっており、今後何

らかの形でこの経済価値を顕在化させる取り組みが現実

のものになると期待できる。

加えて、世界的には、再生可能エネルギーの導入が急

速に進んでいる。日本においても、中長期的には大幅な

温室効果ガスの削減を行う方針が明らかになっており、

たとえば2008年6月には通称「福田ビジョン」により、

2050年には排出量を少なくとも半減させることを明言

している。また、2009年9月に発足した民主党の鳩山

新政権では、2020年までに1990年比で25％削減を目

標として掲げている。

2008年に国立環境研究所らが発表した「2050  日本
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低炭素社会シナリオ：温室効果ガス70％削減可能性検

討」では上記の政策的な目標に比べて、より野心的な目

標となっているが、バイオマスエネルギーの重要性が大

きいことを確認できる。いずれにせよ、低炭素社会づく

りのためにバイオマスエネルギーの重要性が高まり、こ

の分野で木質資源の需要が増加することはほぼ間違いな

いだろう。

②生物多様性

近年、地球温暖化問題と並んで世界的な重要度を増し

ているのが、生物多様性の保全である。

生物多様性保全条約が発効されたのは1993年であり、

地球温暖化防止条約と同じく、リオの地球サミットを契

機としている。日本ではあまり注目を集めてこなかった

が、2010年の秋に名古屋でCOP10（条約締結国会議）

が開催されることになり、取り組みが加速化することに

なった。

森林には多くの生物種が生息していると言われ、森林

保全は当初から主要な議題のひとつであった。国際社会

の中で、森林の保全が強く求められているのは、生物種

の宝庫である熱帯林であるが、当然、先進国の森林にお

いても生物多様性保全を担保する取り組みが求められて

いる。特に、環太平洋諸国が参加する「モントリオール

プロセス」や、ヨーロッパ諸国が参加する「持続可能な

森林経営のための汎ヨーロッパ基準（旧ヘルシンキプロ

セス）」において、生物多様性保全が挙げられており、参

加国は森林における生物多様性の保全に取り組み必要が

あるだけではなく、その保全状況を報告する必要性があ

る。2009年10月には、第2回の国別報告書が発表され

る予定であり21、日本もますます透明性を高めていくこ

とが求められるだろう。

なお、林野庁は、2009年7月に「森林における生物

多様性の保全および持続可能な利用の推進方策」を取り

まとめ、「順応的管理の考え方を基本とする森林計画の策

定プロセスの透明化」や「生物多様性の保全に配慮した

森林施業指針の充実」などに取り組むという方向性が打

ち出されたところである22。

（１）参考とすべき欧州の挑戦

１）戦略

以上のようなマクロフレームの将来予測を踏まえて、

これ以降日本の将来戦略を検討していく前に、世界金融

危機を受けての欧州における現在進行形の対応を紹介し、

参考にできる部分を参考にしていきたい。

最初は、フィンランドである。

林産業が主要な国の輸出産業であり、その重要性の高い

フィンランドは、今回の経済危機の影響を最も受けている

国のひとつである。フィンランド森林研究所（METLA）

は、経済危機を受けて、2009年3月に「フィンランド森林

産業の生産量と木材消費量の2015および2020年におけ

る見通し（Outlook for Finland’s Forest Industry

Production and Wood Comsumption for 2015 and

2020）」を発表した。

同レポートによれば、このままのトレンドが維持され

れば、フィンランド林産業の2020年の生産量は、

2007年比で、紙製品が－34%、パルプが－38%、製

材品等が－17%と軒並み減少するという厳しい予測が示

されている。他方、増加が期待される新たな需要として、

木質エネルギーを挙げている。こうした需要予測を踏ま

えて、輸出に大きく依存しているフィンランド林産業の

構造からして、政策が対応できる領域は少ないとしなが

らも、産業の構造改革、研究・開発の推進などの領域に

おける政策の重要性を指摘している。

私達が学びたいのは、2008年末に発生した危機に対

応して、翌2009年3月には、すぐさまこのようなレポ

ートを発表して、今後のフィンランドの将来の方向性を

整理するという、その危機感とスピード感である。これ

はもちろん、常日頃から未来志向で議論が行われ政策が

形成されている、という基礎的な姿勢がなせる業である

と見るべきだろう。なお、2008年春に発表された、「フ

ィンランド国家森林プログラム2015（National

Forest Programme 2015）」では、紙製品等の従来型

3 成長産業としての日本林業・木材産業
の将来戦略
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の林産物以外の新たな森林サービス（グリーンツーリズ

ム等）の重要性がすでに強調されており、フィンランド

の森林セクターのあり方は今後大きく変わっていくこと

が予想される。

次に、スウェーデンがリーダーシップを取って始まっ

た、「森林資源の持続性に関するステークホルダーの対話

（Multi-stakeholder dialogue on sustainability of

forest resource use in Umeå、以下「Northern

ToSIA」」を紹介したい23。このプロジェクトは、スウェ

ーデンのイニシアティブで始まったワークショップで、

フィンランド、ノルウェー、スコットランドが参加し、

2009年8月にスウェーデンの都市Umeåで最初のワーク

ショップが開催された。研究者、行政官、ビジネス関係

者等が集まり、森林セクターの未来のシナリオを検討す

る予定であり、国を超えて地域でこのような議論を行う

ことができるのが欧州の強みである。

２）需要の多角化、新規需要の創出

もともと、欧州では木材需要が日本に比べて多角化し

ており（図表8）、新設住宅着工の需要のみに頼るような

硬直化した需要構造にはなっていないため、中小の加工

工場でもニッチ市場で独自性を発揮しやすい構造になっ

ている24。特に1990年代からは、製材工場等にもサプ

ライチェーンマネジメント等の高度な経営手法が導入さ

れ、より顧客志向を強めている25。

サプライチェーンマネジメントは、景気変動への対応

力に優れているという研究例もあり、こうしたマーケッ

ト重視のビジネス姿勢から新たな製品やサービスが生ま

れることが期待されている。

好況な木材需要の影で目立たなかった感もあるが、近

年の欧州の新規需要創出の動きで注目されるのは、中高

層建築への木材利用である。たとえば、オーストリアの

KLH社が提供するクロスラミナ工法により、イギリスで

の9階建てのマンションなど、大型の木造建築が実現化

している26。

また、先ほども触れたように、バイオマスエネルギー

利用は、21世紀において最も注目を集めている需要であ

る。木質資源をエネルギー利用するためには、健全な林

業が成立していることが前提条件であり、欧州各国はこ

の条件も満たしている27。これに加えて、化石燃料への

炭素税導入や再生可能エネルギーを使った電力の固定価

格買取制度の導入などの政策的支援もあり、欧州では飛

躍的に木質バイオマスのエネルギー利用が拡大している。

図表８　スウェーデンにおける製材品需要の割合（一部推定）

資料：Swedish Forest Industries Federeation
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なお、自動車等の液体燃料としての木質系のバイオエタ

ノール等は、「食料と競合しない」持続的な燃料として期

待を集めており、欧州では実証段階の幾つかのプラント

がすでに稼動を始めている28。また、製紙産業の高付加

価値化（IT技術の融合）、新たな有用物質の探索などの研

究開発も実施されている。

先ほど紹介した「Northern ToSIA」や、「森林セクタ

ーの技術プラットフォーム（Forest-Based Sector

Technology Platform FTP）」29等の将来を見通すため

のプロジェクトは、研究開発やビジネスセクターにおけ

るこれらの動きを支援するものと見ることもでき、自発

性を引き出す優れた取り組みであると思われる。

（２）日本の基本戦略・コンセプト

１）プロアクティブ

21世紀は変化のスピードが速い時代である。筆者は、

2008年末の世界的な経済危機の到来により、そのこと

を改めて痛感している。そこで、前述したようなマクロ

フレームを冷静に分析しつつ、未来志向の仮説に基づき、

常に新たなチャレンジを続けていく必要がある。変化に

先んじて、挑戦し、未来を自分で創るという姿勢が常に

求められるのである。

このような姿勢を現すために、英語圏では

「Proactive」という言葉が使われる。「先取りする、進

取の気性に富む」「事前対策となる」といった意味である

が、ぴったりとした日本語訳は定着していないようであ

る。反対語としては、「Reactive（受身的な）」という語

があり、対にして考えると理解しやすい。

日本の森林・林業セクターに求められるのは、正にこの

姿勢であろう。林業・木材産業界においては、このままの

消費構造が維持されるのであれば、日本は人口減少にとも

ない需要の絶対量は減少を続けることは間違いなく、新規

需要を積極的に開拓していく必要があるからである。

また、需要面の外部要因だけではなく、たとえば、森

林所有者の動態といった内部要因についても考えてみよ

う。戦後、今ある人工林を植林した森林所有者は、一定

の年齢層に集中していると言われている。現在、彼らは

高齢化しており、早晩、森林は次世代に相続されていく

ことになる。ところが、森林所有者の年齢や性別等の基

本的な属性のデータは、個別地域での研究を除いては、

把握されていないと言う。これでは、次の10年－20年

を見通した対策を打つことなどは、できない。

フィンランドでは、森林所有者組織が、森林所有者の

年齢や性別・職業などの基礎的なデータに基づき、次の

戦略を検討していた。こうしたデータを集めて分析する

ことにより初めて、森林所有者のニーズを把握すること

が可能になり、次世代に森林を継承していくための具体

的な方策を検討することができる。

外部、内部問わず、予測される変化を冷静に予測し、

「プロアクティブ」な姿勢で、変化に対応していく必要が

ある。

２）マネジメント領域の拡大

日本の森林管理における最大の課題は、「森林をマネジ

メントできていない」ということに尽きる。他方、欧州

では社会全体で森林をマネジメントする仕組みを構築し

ており、日本と比べると、林業・木材産業の基礎的な競

争力の圧倒的な差となっている。

森林をマネジメントするためのポイントは、①計画可

能（情報）、②物理的アクセス可能（路網）、③施業可能

（技術）の3点があると思われる。日本でもこの問題を解

決するために、日吉町森林組合（京都府）をモデルとし

て、2007年度より「提案型集約化施業」という事業を

林野庁が進めている30。日本の森林面積は膨大であり、

森林組合等を含めたビジネスセクターの自発的な取り組

みが不可欠であり、そのための市場環境の整備・制度設

計は、行政が行う必要がある31。

３）マーケット志向

再三述べてきたように、このままでは、日本の木材需

要は間違いなく縮小していく。そこで、欧州の事例等も

参考にしつつ、マーケット志向で新たな需要を創り出し

ていくことが必要である。

これまでの高成長時代にあっても、国産材は外材にシ

ェアを奪われ芳しくない状態だったが、これからの低成
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長時代にあっては、より一層の努力なくしては、ますま

す苦境に陥る可能性がある。欧州の例に倣い、研究・開

発を進めるとともに、サプライチェーンマネジメントに

より全体最適を志向し、消費者ニーズ等の情報を生産者

側が分析し、マーケット志向で改革を行っていく必要が

あるだろう。

（３）新規需要開拓の方向性

１）製材品・合板

①外材からのシェア奪還

それでは、国産材が獲得していくべき、マーケットは

どこにあるのだろうか。最初に考えるべきは、減少傾向

にあるとは言え、最大の需要である住宅の構造材の内、

外材が主に使われている部材を国産材で代替していく方

策であろう。

1990年代から用いられるようになった欧州のホワイ

トウッド集成材の管柱に対しては、近年の製材工場の大

型化・乾燥技術の進歩によって、価格競争は厳しいが、

国産スギの無垢材でもって対抗しうるまでになってきた。

現在注目を集めているのは、ロシアから輸入した丸太

で生産されていた構造用合板や、羽柄材を国産のカラマ

ツやスギ・ヒノキ材で代替していく方向である32。実際

に、2009年より、北陸地方のロシア材の大手製材工場

が、スギを原料として使えるようにラインの改造を行う

など、原料代替の動きが現実化しており、後は工場が望

む規格・量の原木を安定的に供給できるかがポイントに

なるだろう。

最後に、梁・桁等の横架材は、曲がりに対する強度が

求められるため、戦後植栽した人工林資源がより大径化

して、強度が上がってこなければ、対応できない。10年

程度の後に、これらの材が安定的に供給できるようにな

って初めて、それを利用する大型の製材工場が現われて

くると思われる。

②内装材

新設の住宅着工数は減少していくかもしれないが、リ

フォームは今後の需要が期待される分野である。増築な

どにより構造材の需要もある程度期待されるが、マンシ

ョン等の内装材としての利用が、木材消費量の観点から

は有望である。

また、内装を木質化することにより、保温・調湿機能

が高まることに加え、人の情緒安定などに優れた効果が

あることが分かっている33。そのため、学校や保育園、

老人ホームなどの公共建築での積極的な利用も、社会的

な価値が高く、政策的に使用が推進されることが期待さ

れている。

なお、スギ等の国産樹種は、現在使われている外国材

の樹種とは、硬度等の面で異なる特質を持っているため、

国産材の特質を活かした商品開発が重要であろう。

③中高層木造建築

次に、住宅以外の店舗や事務所等に、木材を使ってい

くと言う方向性がある。日本では、従来3階建て以上の

建物は、木造で建てることができなかったが、2000年

の建築基準法の改正により、耐震・耐火などの面で必要

な要件を満たせば、高層の木造建築を建てることができ

るようになった。しかし、施主・設計士等の理解不足や、

コストの不透明性から実際は敬遠され、現在日本にある

4階建て以上の建物はまだ多くないのが実態である34。

大規模木造建築は、鉄筋コンクリートなどに比べて、

LCAの観点から優れているとの研究例もあり、環境省は

「低炭素社会に向けた12の方策」の中で、低炭素社会実

現のため、2050年には全建築物の7割を木造化するこ

とを目標として掲げている。こうした環境負荷低減効果

などの定量化を進め、社会的な理解を得ていくことが必

要だと思われる。

先ほど紹介したように、欧米では高層マンションなどが

木造で建ち始めている。また、アメリカの針葉樹輸出業界

が、日本への売り込みを開始しており、日本も国産材を使

った対応が急がれている35。

２）副産物のカスケード利用

①紙・パルプ

世界的に見ても、木材の全需要量のおよそ半分が紙製

品であり、日本においても同様である。ところが、日本

の場合、製紙原料は古紙が61%、国産パルプが32％、
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輸入パルプが6%となっており、さらに国産パルプ原材

料の約7割が輸入材であるため、原材料のほとんどを輸

入に頼っているのが現状である。

紙・パルプの原料は針葉樹と広葉樹があるが、現在、

日本国内では持続可能な形で広葉樹を生産できる体制に

はなく、国産の広葉樹チップの増産は難しい状況である。

逆に、針葉樹チップの内、約6割が国産材チップであり、

そのほとんどが製材工場由来のものであると言う。

今後、紙製品の分野で国産材利用量を増加させていくた

めには、製材分野における国産材利用を通じて、副産物と

してのチップ生産量を増加させていくことが先決である。

チップ生産が活性化すれば、バイオマスエネルギー利用に

もチップの一部を振り分けることもできるようになる。

まず、安定的に原木を供給できる体制を構築し、製材

工場を核として、カスケード利用をしていくのが現実的

である。

なお、針葉樹チップは繊維が長く、紙が黒っぽい色に

なるため、コピー紙として無理に使っていくよりは、新

聞紙やダンボールなど使用に適した用途に使っていくこ

との方が合理性があると筆者は考えている36。

②バイオマスエネルギー

地球温暖化対策として、最も期待されている再生可能

エネルギーのひとつに、バイオマスエネルギーがある。

特に木質系バイオマスは、食料と競合しないため、持続

可能性が高いと期待されている。

欧州では林業を起点として製材工場を核としたカスケ

ード利用のシステムが構築されていることと、バイオマ

ス発電における固定買取価格制度の支えもあり、その利

用量が急速に伸びている。

アメリカでも2007年より施行されているEISA/

RFS2等のバイオマス燃料政策の中で、木質系を含むセ

ルロース系のエタノールの使用量を2010年以降、段階

的に増加させることとしている。また、オバマ新政権は、

環境政策に積極的な姿勢を示しており、バイオマスエネ

ルギーの利用分野でも、更なる支援が期待されている。

他方、日本では、欧州における成功要因の両方が存在

しないため、利活用は遅々として進んでいないのが現状

である。本格的に木質バイオマスをエネルギー利用する

ためには、林業および林産業の再生が不可欠であり、地

球温暖化防止のためにもこの動きを加速させなければな

らない。

３）輸出

国内の需要が縮小するのであれば、中国・韓国等の東

アジア諸国への輸出も考えていく必要がある。

図表９　木材のカスケード利用の概念図

資料：筆者作成（現代林業2009年９月号より）
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中国・韓国も、日本同様に、20世紀後半に積極的に植

林を行い、森林資源を造成してきた。しかし、日本に比

べるとその時期が韓国で約20年、中国で約30年程度遅

れているため、森林資源はまだ成熟段階にはない。特に、

中国は先ほど述べたように、急速に木材消費量を増加さ

せている。この傾向は当分続くと見られている。20世紀

には考えられなかったことだが、日本が中国や韓国に木

材製品を輸出する時代が来るかもしれない。

ただしそのためには、中国・韓国市場を狙う欧米等の

諸外国とのコストを含めた競争に参入する必要があり、

林業・木材産業の近代化が前提となる。また、中国・韓

国の市場・消費構造は、日本のそれと大きく異なるため、

十分なマーケティングが必要である。また、中国・韓国

は日本より距離的に近いため、最初のターゲットとして

考えやすいが、将来的な消費動向如何によっては、イン

ドや中近東等の新興国への輸出もありえるかもしれない。

４）森林の空間利用

これまで、需要を考える際に、原木丸太を原材料とし

て用いるか、もしくはエネルギーとして利用するかを考

えてきた。これ以外の森林に対するニーズとして、非林

産物の需要があり、具体的にはグリーンツーリズムなど

が考えられる。

実は、世界的な木材産業大国であるフィンランドなど

でも、この分野を成長領域として見ており、基礎的な研

究や、ビジネス領域の拡大を支援することなどが検討さ

れている37。また、精神的・肉体的両面における人間の

健康と森林の関係についても、科学的な研究が国際的に

始まっている38。

日本でも、森林を舞台としたツーリズムに対して一定

のニーズがあると考えられ、マーケッティングにより、

需要拡大が期待される領域である。

（１）「未来会議」の開催

以上に述べてきたように、新規の需要を含めれば、日

本林業・木材産業のマーケットはまだまだ希望が持てる

と筆者は考えている。逆に、新規需要を開拓することが

できなければ、日本林業の将来は極めて暗いものになる

だろう。

ただし、本論文で筆者が行った分析は、質・量ともに

限られており、林業再生・新規需要開拓を実現するため

には、森林・林業セクター全体で徹底的に議論を深め、

「プロアクティブ」な行動に結び付けていく必要がある。

より多くの知見を集め、森林セクターの未来を見通す作

業が必要であり、そのような参加型のプロセスを採用す

ることで初めて、ステークホルダーの合意と行動を引き

出すことができる。

実効性をともなう議論の場の創出についても、欧州で

は、革新的な試みが行われている。

たとえば、フィンランドでは、2015年をターゲットと

した二期目の国家森林プログラムの策定にあたり、2003

年から2008年まで、「未来会議（Future Forum on

Forest）」と呼ばれる参加型の会議を開催した。会議の目

的は、森林セクターの各アクター（産業界、森林所有者、

研究者、NGO等）に、将来の備えをしてもらうとともに、

検討結果を国家森林プログラム2015策定に反映させるも

のだった。

日本では、林野庁が策定する森林・林業基本計画の改

訂作業が2010年度に予定されおり、このようなオープ

ンな場を設定し、議論の透明性を高めていく試み行って

はどうだろうか。日本の森林・林業基本計画は、国際社

会では「国家森林プログラム」と位置づけられている。

国家森林プログラムは、「参加型」で「透明性が高い」議

論を行うことが、計画の実効性を高める観点からも推奨

されており、欧州ではほとんどの国でこうしたコンセプ

ト・手法で策定が行われている。しかし、環太平洋圏に

おいては、筆者の知る限り、カナダを除いて、そのよう

な取り組みは行われていないため、日本が率先してチャ

レンジする意義は大きいと思われる。

また、先ほど紹介した「Northern ToSIA」は、この

ような取り組みを北欧全体で行うとするものと位置づけ

ることができる。日本も、中国・韓国などの東アジア諸

4 提言
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国と連携して、森林資源の持続的な利用や、森林セクタ

ーの持続的な成長に関する議論を行ってはどうだろう。

中国・韓国は、日本にとって重要な木材輸出先となる可

能性を持っているだけではなく、造成してきた人工林資

源を今後活用していくノウハウを欲しているという側面

も持っている。また、歴史的経緯から行政制度も、日本

と似ている部分が多い。「世界の工場」たる中国が、持続

的に木材産業を発展させることができるかは世界的に重

要な課題であり、もし日本がそのような役割を果たすこ

とができるのであれば、真の国際貢献と言うべき試みで

はないだろうか39。

（２）モニタリングの積極的活用

フィンランドの未来会議等に見るように、世界の森

林・林業政策の策定・実行のための手法は高度化し、洗

練されたものになっている。逆に言えば、こうした努力

を通じて、政策の有効性を高めていかなければ、変化の

大きな21世紀の動きに対応することができないのであ

る。

そして、未来会議等で関連して述べた「参加型で透明

性が高い」計画・政策の策定と並んで非常に重要なのが

実施結果のモニタリングである。ヨーロッパ諸国では、

汎ヨーロッパプロセスの基準と指標に沿って、国の森

林・林業の状況を分析し、公表する国々が増えてきた40。

日本は、モントリオールプロセスの報告のために、

2000年より森林資源モニタリングをスタートさせてお

り、ホームページ上で、ちょうど発表されたところであ

る41。また、国別レポートを作成し公表しているが、国

内政策との整合性が取れていないという批判もある。

日本においても、世界的な枠組みの中でのモニタリグ

の実施と積極的な公表を通じて、政策を常に見直しなが

ら、その実効性を高め、社会的な信頼性を高めていく必

要がある。なお、モントリオールプロセスに比べて、汎

ヨーロッパプロセスの基準の方が理解しやすい部分もあ

り、日本では紹介されることが少なかったので、図表10

に紹介しておく。

（３）地域森林プログラム

以上のような政策実行プロセスのイノベーションは、

当然のことながら、地域における政策にも適応可能なも

のである。

先に述べたフィンランドでは、全国にある13の行政区

において、国家森林プログラムとほぼ同様の手法を用い

て「地域森林プログラム」を策定し、地域での森林・林

業政策の実効性を高める試みをしている。一方、ドイツ

では森林・林業行政は連邦政府ではなく、州政府の所管

になっているため、林業の盛んなバーデン・ビュルテン

ブルグ州やバイエルン州などが、州ごとに「地域森林プ

ログラム」を策定している。

日本においても、都道府県レベルもしくは流域・広域

市町村レベル等で、このような「参加型で透明性の高い

議論」に基づく、実効性の高い「地域森林プログラム」

を策定することは、有効だと思われる。

なお、人口規模の大きな国では、森林・林業政策は中

央政府ではなく、州などの地方政府レベルで行われるこ

とが一般的である。そのような国として、アメリカ（人口

3.3億人）、ドイツ（同8,000万人）、イギリス（6,000

万人）、カナダ（3,000万人）などがある。他方、中央

政府が森林・林業行政の中心を担っている国として、人

口が比較的少ないフィンランド（530万人）、スウェー

デン（890万人）、オーストリア（860万人）などがあ

る。

日本の場合は、約1.2億人の人口を抱えていながら、

林野庁－都道府県－市町村という3段階の行政組織を持

っており、これは日本の行政制度を真似たと言われる中

国や韓国などを除いては、世界的には稀な森林・林業の

行政機構である。こうしたことを考えると、日本も将来

的には道州レベルで森林・林業行政を一元化することが、

最も効率的であると筆者は考えている。

ただし、先に述べたモニタリングの仕組みなどは、国

レベルで統一したものを作る必要があり、日本において

はまだまだ国の果たすべき役割が残っているのも事実で

ある。
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（４）担い手の再定義・補助金制度の改革

どんなによい政策を作っても、林業自体の生産性が低

く、林業が「回らない」状態が続けば、その効果は薄い。

日本林業が莫大な補助金を投入してきたにも関わらず、

成果を挙げることができていないのはこれが理由である。

したがって、林業が回るための市場環境を整備すること

が、行政の役割として極めて重要である。

そこで問題となるのが、林業の「経営者」を誰に設定

するか、ということである。そのうえで、この経営者を

効率的に支援していく政策に、大胆に改革していく必要

がある。たとえば、現在の日本の補助金制度は建前上、

森林所有者を森林経営者として位置づけ、彼らを補助対

象としており、筆者の知る限り、欧州の林業分野の補助

金制度は、基本的にこの枠組みから逸脱していない。

ところが、日本の場合、事実上は作業の請負者である

森林組合等が「代理で」補助事業の「実施主体」となっ

図表10 汎ヨーロッパプロセスの基準と指標（定量的指標のみ）

森林面積 
蓄積 
林齢構成／直径分布 
炭素蓄積 
大気汚染物質の降下 
土壌環境 
枯死 
森林被害 
成長量と伐採量 
丸太生産量 
木材以外の林産物 
生態系サービス 
経営プランのある森林 
樹種構成 
更新 
天然性（Naturalness） 
導入された外来種 
枯死木 
遺伝資源 
景観パターン 
絶滅危惧種 
保護林 
土壌、水など他の生態系機能発揮のための保護森林 
公的インフラ保全のための保護森林 
森林所有者 
森林セクターのGDPへの寄与 
総売上 
サービスに対する支出 
森林セクターの労働力 
労働安全・健康 
木材消費量 
木材貿易 
木材のエネルギー利用 
レクリエーション利用の容易さ 
文化的・精神的価値 

指　標 基　準 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
4.7 
4.8 
4.9 
5.1 
5.2 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 
6.7 
6.8 
6.9 

6.10 
6.11

森林資源の維持と適正な拡大及び、 
地球的炭素循環への寄与 

森林生態系の健全性と活力の維持 

森林の生産的機能の維持または増進 

森林生態系における生物多様性の維持、 
保全及び適正な拡大 

森林の保全的機能の維持または増進 

その他の社会経済的機能と条件の維持 

1

2

3

4

5

6

資料：「Improved Pan-European Indicators for Sustainable Forest Management」（MCPEE、2002）
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ている。造林補助金制度においては、一般管理費の計上

が認められていないため、森林組合等は補助金の取り扱

い手数料しか収益を得ることができず、経営を圧迫し、

企業的な経営を難しくしている。森林所有者を森林経営

者として位置づけるのであれば、森林所有者を補助し、

所有者が森林組合や民間事業体に作業を請け負わせれば

よい。逆に、森林所有者を単なる所有者とみなし、施業

集約化を行い地域森林を実質的に管理する森林組合等の

林業事業体を「経営者」とみなすのであれば、これらの

主体に対して、インセンティブとなるよう、直接助成を

行うべきであろう。

実際に欧州もすでに、個人の森林所有者が林業専業で

生計を立てていくのは難しく、農業や農家民宿等の観光

業も含めて生計を立てていることが多い。実際は、請負

業者（コントラクター）が規模をまとめて、林業「サー

ビス」で生計を立てている。

（５）研究・開発、人材育成

１）研究・開発

人口減時代を迎えた日本は、木材の新規需要を開拓し

ていかなければ、市場規模が縮小してしまう。木材価格

がかつてのように高騰する可能性は小さいことから、林

業現場の労働生産性を高めていく必要があり、林業機械

のイノベーションや、IT技術の導入による効率化などが

ますます必要になってくる。需要側を見ても、今後有望

視される商品は、バイオエタノールを始めとしたバイオ

リファイナリーの技術に立脚するものであったりして、

高度で大規模な研究・開発が必要である。

このように、21世紀の林業・木材産業を考えると、こ

れまで以上に研究・開発が重要になってくる。研究・開

発は、先ほど述べたような「Northern ToSIA」や、「森

林セクターの技術プラットフォーム」のような研究プラ

ットフォームを設けながら、商品化を常に念頭に置き、

企業のイニシアティブで進めていくのが効率的で、革新

的な成果を期待できるだろう。

２）人材育成

林業の採算性は低下したところに加え、近年は環境へ

の配慮が事実上の「世界標準」化しつつあり、森林・林

業に必要とされる知識や技能は高度化しているため、専

門的人材の育成が不可欠である。欧米の林業の強みは、

現場で活躍できる技術者を、公的な大学や専門学校等で、

現実・現場に即したカリキュラムで育成しているところ

にある。

たとえば、ドイツでは森林管理の専門家であるフォレ

スターを各州の大学もしくは専門学校で、また現場技術

者も専門学校で育成している42スウェーデンでは、スウ

ェーデン農科大学が主にフォレスターを育成し、現場技

術者も専門的な農林高校で育成している43。このように

欧州では、大きく分けて、森林管理者（フォレスター）

と現場技術者の2階層に分けられ、それぞれ専門の機

関・カリキュラムにより教育が行われている。

ところが、日本の場合、職業として確立していないこ

とが主因ではあるが、この2つの層のどちらも正規の教

育システムが存在していない。たとえば、日本の国立大

学法人は、ほぼ全都道府県で森林・林業系のカリキュラ

ムを提供している。しかし（筆者もこのような大学・学

部で教育を受けたのでよく分かるのだが）、学習する内容

は現場とかけ離れたものが多い。そもそも、卒業生の多

くは森林・林業分野には関係ない業界に就職するケース

が多く、就職したとしても、大卒であれば、林野庁・都

道府県などの公務員になる者が多く、林業や森林管理の

現場で活躍できる人がわずかであるという実情もある。

加えて言えば、現行の日本の森林行政制度では、市町村

に大きな権限が降ろされているが、市町村では専門職で

はなく一般職での採用が普通なので、森林の教育を受け

た者が森林行政の現場で活躍できる保証はない。

また、現在日本においては、従来型の産業構造が大き

く変わりつつあり、特に地方においては、農林業が新た

な雇用創出の場として期待されるケースが増えてきた。

このような人材を育成する職業再訓練の場も、単なる経

験知の継承ではなく、これからの時代に必要とされる技

能を系統だって訓練できるように、今後整備していく必

要があるだろう44。
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（１）あるべき姿へ

１）森林資産の運用フローを享受できるようになれるか？

林業は、一度システムが確立してしまえば、森林資源

を持つ地域内で水平展開可能な産業であり、その意味で

は多くの中山間地域の基盤的な産業となるポテンシャル

を秘めている。欧州等を見ても、林業自体の経済規模は

決して大きくはないが、地域の木材を起点として集積す

る木材産業は大きな経済規模を実現できる。このような

森林産業クラスターの産業規模は、ドイツでは自動車関

連産業のそれを上回っているとの試算もある。

ところが、ここ数十年間の日本では、林業は「業」と

しての実態はほとんどなかった。戦後日本の特殊な仕組

みとして、公共投資という形で、地方への再配分が行わ

れてきたが、森林についても同様で、これにより森林は

維持されてきたとも言える。これは、日本の人工林の齢

級構成を考えれば、やむを得ないことだったとも言うこ

とができる。つまり、たとえば20年前ではあれば、木は

今よりも一回り以上細く、採算を取ることは難しかった

からである。

しかし、現在は人工林の大多数が40～50年生になり、

補助金を活用しつつ、適切な利用間伐を行えば、収支を

合わせることが可能になってきている。80兆円もの負債

を抱える日本としては、財政支出の見直しを行い、規律

ある財政運営を行っていく必要があることは、誰の目に

も明らかである。欧州にも森林セクターへの補助金があ

るが、その額は日本よりもはるかに少ないことが分かっ

ている45。

今の段階で、100年生程度まで抜き切りを繰り替えす

「長伐期多間伐施業」に移行させていけば、最も費用のか

かる植林・下刈り等の造林・保育経費を削減していくこ

とができる。言わば、50年間かけて形成してきた資産

（ストック）が、運用段階に入り、後はその運用益（フロ

ー）で収益を上げていく段階に入りつつあるのである。

森林セクターがこのような健全で成熟した状況に到達で

きれば、公的負担は軽減され、逆に付加価値を生み、地

域自治体の税収にも貢献できる存在になれるだろう。

２）公共財としての森林と、森林所有者の義務と支援

ただし、そのような状況を享受できるようになるため

には、まだまだやるべきことが多く残されており、本稿

では特に「プロアクティブ」な議論と行動の必要性を議

論してきた。

加えて、これからの時代に見直しが必要なのは、森林

所有者の権利と義務である46。現行の日本の制度では、

私有財産権が強調され、森林の伐採は市町村への届け出

が必要なだけで、伐採後に植林（再造林）をするかは、

所有者の自由意志に委ねられている。戦後直後は、適正

伐期未満の伐採は許可制として制限され、造林が義務付

けられていたが、木材需要が高騰した高度経済成長期の

真っ只中の1962年には、現在のような制度になり、伐

採に対して助長的な制度に変化した。この戦後の特殊な

時期の制度が現在も続いており、公益的機能の発揮を名

目に公的な支援を受けてきたにも関わらず、最後は自分

の財産だからと言って伐採し、後は「天然更新」と言っ

て、技術的な裏づけもなく放置できるという制度が続い

ていることは、理解に苦しむ。

欧米では、伐採後の再造林は法律で森林所有者の義務

であるのが常識であり47、その背景としては、森林を

「公共財」と見る考え方があると思われる。「公共財」で

ある森林を、所有者に維持してもらうために、補助金や

フォレスター等のアドバイスが得られるサポート社会シ

ステムを構築しているのである。

日本でも、森林・林業の位置づけや、森林所有者の義

務と権利などについての、本質的な議論が必要である。

なお、2009年8月の衆議院選挙で発表された民主党の

マニュフェストには、「森林所有者に対して森林の適切な

経営を義務付け」と言及しており、国民的な議論を行う

にはよい機会であると思われる。

３）前提となるゾーニング

これからは「業」としての林業により、結果として公

益的機能が発揮される森林を増やすことを目指すことに

5 持続可能な日本社会へ
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なるだろう。他方、日本では比較的平坦な地形から、急

峻な地形まで、林業活動を行う条件は一様ではない。こ

れは欧州でも行われていることであるが、条件が不利な

地域については、公的支援の割合を傾斜配分することは

あって然るべきである。ただし、これまでのようなトッ

プダウンによる資源の配分では、地域のコミットメント

を引き出すことはできないため、前述の地域森林プログ

ラム等に基づいて、資金的な配分を行っていくことが望

ましいだろう

また、公益的機能の発揮を優先する林分については、

きちんと区分しておくことももちろんのことである。

（２）戦後の総決算と21世紀の再スタート

１）戦後の総決算

日本林業は、戦後の中山間地域の構造的な問題が、解

決されることなく山積している。先ほど述べた、公的資

金の再分配に依存した地域の経営もそうであるが、一次

産業の人材育成システムの欠如も、戦後日本を象徴して

いる。また、森林所有者の義務や支援方法の考え方や、

様々な制度が現状に合わなくなり、制度疲労を起こして

いる。

このように、徹底的に戦後の中山間地域の構造的問題

の総決算を行うことが、将来の制度設計を行ううえでの

出発点になると思われる。

２）21世紀の再スタート

さて、前報で「21世紀は変化の時代」と書いたが、

2008年末から現在までの経済・社会情勢の急激な変化

は、この認識が正しいことを改めて痛感させられるもの

であった。

紹介してきたように、欧米でも林業・木材産業界は、

苦しい状況に立たされているが、すでに新たな挑戦が始

まっており、10年後にはそれらの取り組みの結果に対し

て、歴史的評価にさらされることになる。おそらく、10

年後の世界における林業・木材産業は、今と全く違った

形になっているのではないかと思われるが、「持続可能性」

というフレームは普遍であると思われるし、今よりもそ

の重要性を増すのではないかと、筆者は考えている。

その意味では、日本においても、ある程度の公的な支

援は受けつつも林業が自立し、林産業が付加価値を生み

出す仕組みを作ることができなければ、「持続可能」な未

来や地域は見えてこない。「グリーン・ニューディール」

は、確かに緊急雇用・経済対策の側面も持っているが、

本質的には未来への「投資」であるべきである。日本の

森林・林業分野が「運用益（フロー）」を生み出すために

は、最後の投資が必要である。

「100年に一度」の危機は、日本にも久しぶりの政権

交代をもたらした。旧来の行政システムは大きく変わろ

うとしており、森林・林業分野も例外ではない。21世紀

の再スタートを切るには絶好の機会である。関係者の叡

智を集めた、プロアクティブな議論と活動が期待されて

いる。
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